
令和７年国勢調査第３次試験調査
【調査のお知らせ】

みなさまのお住まいの地域において
国勢調査の試験調査が⾏われています

この調査は、「統計法」という法律に基づき、令和７年に実施する国勢調査に向けて、
より良い調査⽅法や調査票の設計などを検討するために、全国から⼀部の地域を選定して⾏います。

調査員がみなさまのお宅を訪問し
調査書類をお配りします
From early June, an enumerator will visit your home and 
distribute survey documents.

インターネットでの回答期間

インターネットでの回答が、とても便利です
前回の国勢調査にインターネットで回答した⽅の98％が、
次回もインターネットでの回答を希望しています

※紙の調査票での回答も可能です。
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調査員は下記のものを身につけています

Online submission will be accepted from Saturday, June 8 to Wednesday, June 26.６/８ (土)

６/26(水)

https://www.stat.go.jp/

総務省統計局 検索

調査員は下記のものを身につけています

調査員が
身につけている
調査員証
（⾒本）

調査員が
持ち歩く
手さげ袋
（⾒本）

６月上旬
から

～
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日本最大の統計調査である国勢調査は国や地⽅公共団体だけではなく
みなさまの身近な暮らしに使われています

医療費や
年⾦額にも
影響が!?

国勢調査の結果を基にした
将来推計人口が

給付額を決める資料と
なっています

防災対策・
災害対策に!

地域ごとの人口データが
把握できる国勢調査は

避難所の設置など防災計画を
策定するのに役⽴っています

企業の
出店計画にも︕

どの地域にどのくらい
人口が集中しているかがわかり

企業の出店計画に
活用されています

回答の手順など
くわしくは調査員が後日配布する封筒
『調査のお願い』をご確認ください

こんなところにも国勢調査

その他にも
いろいろなところに
活用されています

個人情報は厳格に保護されます
●国勢調査では、「統計法」によって厳格な個人情報保護が定められています。

また、調査に従事する者（調査員、地⽅公共団体の職員など）には、守秘義務が課せられています。
●インターネット回答中の通信は、すべて暗号化（SSL/TLS⽅式）されています。

また、不正アクセス防⽌の対策を24時間⾏っています。
国勢調査をよそおった詐欺（さぎ）や不審な調査にご注意ください
●国勢調査では、⾦銭を要求することはありません。

また、銀⾏口座の暗証番号やクレジットカード番号をお聞きすることもありません。
●国勢調査をよそおった不審な訪問者や、不審な電話・電⼦メール・ウェブサイトなどにご注意ください。

不審に思った際には、速やかにお住まいの市区町村にお知らせください。
●調査員は、その身分を証明する「調査員証」を携帯しています。

※⼀部の地域では、調査員業務を「建物を管理する事業者等」に委託しており、「業務委託証明書」を携帯しています。


